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“夢洲万博”と労働者の権利 万博を考える討論集会を開催 

２０２４年 「罰則付き 時間外労働の上限規制」 全ての事業が対象に 

 現在猶予されている建設業においても 2024年（令和 6年）4月 1日からは、労働基準法による時間外

労働の上限規制として原則・月 45時間、年 360時間以内が適用される。（ただし、災害時における復旧

及び復興の事業を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚労省や各労働局・労働基準監督署及び日本建設業連合会等の業界団体や関係する労働組合で周知・

啓発と適用に向けての取り組みが進められてきた。また自動車運転の業務と医業に従事する勤務医の時

間外労働の上限規制（年 960時間）もスタートする。 
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自動車運転の業務 時間外労働の上限規制 年 960時間（休日労働を含まず） 

 

 

医業に従事する勤務医の時間外・休日労働時間 年の上限 960時間  

 

（厚労省パンフレット 医師の働き方改革手続きガイドより） 
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万博協会 施設建設「労働時間上限規制」の適用除外を要望 

７月２７日の夕刻、複数の報道機関は公益社団

法人 2025年国際博覧会協会（万博協会）が「大阪

市此花区夢洲（ゆめしま）の万博に関する施設の

建設については、災害時における復旧及び復興の

事業と同等として扱い、2024年 4月 1日から建設

業において適用される時間外労働に関する罰則

付の上限規制を適用しないこと」を政府に要望し

ていることを報道した。 

 

そして西村経産大臣の「要望があり、検討して

いる」との発言や加藤厚労大臣（当時）の「上限

規制の例外を認める考えはない」との発言を紹介

した。 

 日本維新の会の藤田幹事長は８月２日の記者

会見で「上限規制の除外の特例は許容してもよい

というスタンスだ、総論としては賛成する」と発

言した。一方８月４日ゼネコン 35 社の労働組合

で構成する日本建設産業職員労働組合協議会（日

建協）は記者会見を開き「労働者に過重労働を強

いることを前提とした労働時間規制除外は受け

入れられない」との声明を出した。 

 

 また「大阪労働者弁護団」「日本労働弁護団」「民

主法律家協会」そして「過労死弁護団全国連絡会

議」の各弁護士団体から万博協会に対して要望の

撤回を求める緊急声明が発出された。 

「夢洲万博を考える討論集会」を開催 サポセン大阪 どないネット 

 サポセン・大阪は「長時間労働を起因とする過労死の根絶」を「労働と人権」の具体的課題として取

り組んできた。万博に関する施設建設において「労働と人権」に反する事態が到来したため、またアク

セス道路が２本のみの「夢洲」は道路渋滞で建設資材運搬の運輸労働者にも長時間労働が想定される。 

これまで「カジノ誘致」など大阪における市民不在の諸政策に異議を申し立て、政策の転換を要求し

て活動を進めてきた市民団体の「どないする大阪の未来ネット」と共に９月７日大阪国労会館（大阪市

北区）で「夢洲万博を考える討論集会」を開催した。集会は市民 80名が参加した。 

 

 

 

 

 「夢洲の都市計画変更を考える市民懇談会」事務局長の武田かおりさんは７月末に提出した大阪市や

大阪港湾局への質問事項と当局からの「回答」を分析するとともに大阪市会への「万博開催の中止」と

「万博協会を情報公開の対象とする法整備」を求める陳情書の提出を呼びかけた。 

 

サポセン大阪の代表理事で大阪労働者弁護団の在間秀和弁護士は「夢洲万博と労働者の権利」をテー

マとして問題提起を行った。在間さんの発言の概要を紹介する。 

討論集会では主催者側からの３つの問

題提起が行なわれた。「どないする大阪の

未来ネット」事務局長の馬場徳夫さんは

「夢洲万博」とその後の「ＩＲ・カジノ誘

致」で公金・税金を湯水のごとく使われよ

うとしている。そのために「港湾事業会計」

も破綻状態となり港湾機能に多大な犠牲

を強いていることを指摘した。 
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 “夢洲万博”は労働者の人権に敵対しているのでは！？ 

 

 

時間外労働に関する罰則付きの上限規制を盛

込んだ労働基準法 36条 3～6項を改正した。 

しかし 2017年以降の「働き方改革」特に“長時

間労働規制”が労働者のための改革ではなかった。

そのため長時間労働が極めて深刻で是正が必要

である「建設事業の労働者」や「自動車運転業務

の労働者」や「医業に従事する勤務医」について

の規制が 2024年 4月まで後回しにされた。 

 

 建前上「過労死」の元凶となっている長時間労

働を罰則付きで規制するという厚労省の立場か

らすれば、万博の施設建設を労働時間規制から除

外することを認めるわけにいかない。 

 

 そして政府見解では建設業における労働時間

規制の基本的視点を「発注者の適正な工期設定」

に置いている。今回の万博協会の要望はこれに全

く逆行するものである。「発注者」である万博協会 

の都合で、労働者の長時間労働を容認するものだ。 

 また国連「SDGs」「ビジネスと人権に関する指導

原則」の逆手をとった活用の検討が必要だ。 

 

労働者の人権に正面から敵対する“万博”の中

止を求める」と在間さんは発言を締めくくった。 

 

 

国連は 2011 年「ビジネスと人権に関する指導

原則」を定め、2015 年に持続可能な開発目標

（SDGs）の達成目標を決定した。万博協会は万博

の開催意義を SDGsの達成として、そのための「持

続可能性に配慮した調達コード」では「サプライ

ヤー等は調達物品等の製造・流通等においては、

違法な長時間労働（労働時間等に関する規定の適

用除外となっている労働者については健康・福祉

を害する長時間労働）をさせてはならないとして

いる」と記述している。しかし万博協会は自らが

真逆のことを進めようとしている。 

強制労働の根絶を 討論ではサポセン大阪代表理事の丹羽雅雄弁護士が「第二次世界大戦中の労働力不

足を補うために朝鮮人や中国人を強制労働させた。万博関連建設等の現場の労働力不足は外国人技能実

習生や外国人労働者で補おうとしている。強制労働の根絶の運動が求められている」と訴えた。 

 

参加者による討論を受けて万博協会、大阪市、大阪港湾局宛の夢洲万博の開催の中止や白紙からの

再検討を求める要請書を参加者の賛同を得て採択した。市民一人ひとりが浄財を持ち寄って作成した

万博の問題点を指摘して中止を求めるチラシを紙面の最後に掲載する。                     

万博協会が「時間外労働に関する罰則付の上

限規制」を適用しないことを要望した重大問題

を受け止めるためには 2018 年 6 月に成立した

「働き方改革関連法」とその前年 3月の政府の

「働き方改革実行計画」を復習することが必要

だ。働き方改革の最大のテーマは「生産性の向

上」であり、労働時間を短縮して、いかに労働

者を効率良く働かせるのか？である。 
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